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（午前１０時００分 開議） 

議長（栁堀 忠君） 

 おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１、議案第２１号、令和７年度東庄町一般会計補正予算（第６号）から日

程第４、議案第２４号、令和７年度東庄町食肉センター特別会計補正予算（第１号）

まで、以上４案を一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 おはようございます。それでは、ただいま一括議題となりました議案第２１号か

ら議案第２４号までの一般会計及び特別会計３件の補正予算につきまして提案理由

を申し上げます。 

 初めに、議案第２１号、令和７年度東庄町一般会計補正予算（第６号）の提案理

由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億６，０５５万８，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７４億８０６万１，０００円とす

るものであります。 

 また、第２条、繰越明許費で翌年度に繰り越して使用することが出来る経費を定

めております。 

 次に、第３条、地方債の補正で地方債について変更しております。 

 歳出の主な補正内容でございますけれども、総務費関係では、法改正に伴い、住

民記録や戸籍附票のシステム改修費用を新規に計上しております。民生費関係では、

保育事業について国の基準となります公定価格が改定されたことに伴い、追加費用

を増額補正しております。基金関係では、財政調整基金や公共施設整備基金への積

立について増額補正や新規計上を行っております。 

 歳入につきましては、普通交付税や国・県支出金の増額補正を行い、町債につい

ては減額補正を行っております。 

 また、歳入が歳出に不足する分につきましては、繰越金を補正しております。 
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 続いて、議案第２２号、令和７年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）について提案理由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５５万４，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億３，５５２万６，０００円とするも

のでございます。この補正につきましては、国保東庄病院への繰出金の増額を盛り

込むものであります。 

 続いて、議案第２３号、令和７年度東庄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）について提案理由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，１１５万１，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億５，６５２万円とするものでござ

います。この補正につきましては、後期高齢者医療保険の増額に伴う保険料負担金

の増額を盛り込むものであります。 

 最後に、議案第２４号、令和７年度東庄町食肉センター特別会計補正予算（第１

号）について申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４万１，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６，２２４万９，０００円とするもので

ございます。この補正につきましては、基金積立金の約定利率の改定に伴う積立金

額の増額を盛り込むものであります。 

 また、第２条、繰越明許費で翌年度に繰り越して使用することが出来る経費を定

めております。 

 以上、議案第２１号から議案第２４号までの提案理由を申し上げました。 

 詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。 

 ご審議の上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（栁堀 忠君） 

 総務課長、香取康成君。 

総務課長（香取康成君） 

 それでは、議案第２１号、令和７年度東庄町一般会計補正予算（第６号）の内容

について説明させていただきます。 

 歳出予算から申し上げますので、議案書の５６ページをお願いいたします。 

 ２款・総務費、３項１目・戸籍住民基本台帳費の合計２１８万９，０００円。戸籍
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や住民記録に係るシステム改修費用で、国の法改正に伴い戸籍の附票に旧字とその

振り仮名を記載するための費用、及び住民票に氏名の振り仮名を記載するための費

用を新規計上しております。 

 続きまして、３款・民生費、２項２目・児童措置費の１２節・保育事業委託料２，

３４４万１，０００円。保育事業の国の基準となる公定価格が改定されたことに伴

う追加費用です。こちらの財源は、国２分の１、県４分の１の負担金がございます。 

 次に、２２節の合計９万９，０００円。令和６年度に交付を受けた子育てのため

の施設等利用給付交付金の事業費確定に伴う精算となります。 

 ４目・児童福祉施設費の合計７９万４，０００円。子育て関連事業への交付金と

なる子ども・子育て支援交付金の令和６年度分の精算となります。 

 続きまして、４款・衛生費、１項２目・予防費の合計１５３万２，０００円。令和

６年度の新型コロナウイルスワクチン接種事業の精算となります。 

 次の５目・病院費から７款・土木費までは財源振替を行っております。こちらは

歳出予算額には変更がなく、財源の変更のみを行うものとなります。こちらについ

ては、この後、歳入予算の説明の中で説明をさせていただきます。 

 ５７ページに移りまして、１２款・諸支出金、１項１目・基金費、２４節・財政調

整基金積立金６，０００万円。この後、歳入予算でご説明いたします普通交付税の

変更交付決定等や財政状況を考慮し、積み立てるものでございます。 

 同節・公共施設整備基金積立金６，０００万円。こちらも財政調整基金と同様の

理由により公共施設整備基金へ積み立てるものでございます。 

 同じく減債基金積立金１，２５０万３，０００円。こちらは普通交付税の増額に

伴う減債基金への積立となります。国からの通知により実施するもので、令和８年、

９年度に普通交付税において算定額の一部が減額予定であり、減額相当分について

令和７年度の普通交付税が増額となったことから、減債基金へ積み立てるものでご

ざいます。 

 次に、歳入について申し上げます。議案書の５５ページをお願いいたします。 

 １１款・地方交付税、１項１目１節・普通交付税２億２，８８１万４，０００円。

普通交付税について委託料等が高騰していることによる市町村への対応経費や地方

公務員の給与改定などに伴う追加交付があったことから増額補正をするものです。

補正後の普通交付税総額としましては２４億４，８８１万４，０００円となり、前



－77－ 

年度比で２億６，５５７万１，０００円、１２．２％の増となります。 

 続きまして、１５款・国庫支出金、１項１目２節・子どものための教育・保育給付

費国庫負担金１，１７２万円。歳出の民生費で申し上げました保育事業委託料に対

する国庫負担金でございます。 

 ２項１目１節・番号制度システム整備費補助金２１８万９，０００円。歳出補正

の総務費で申し上げました戸籍関連のシステム改修委託料に対する国庫補助金です。 

 １６款・県支出金、１項２目・民生費県負担金の合計５８６万円については、先

程国庫負担金で申し上げました同名負担金と同様のものとなります。 

 一つ飛びまして、２２款・町債、１項１目１節・過疎対策事業債（ハード分）マイ

ナス９，２００万円、充当先の事業費の精査や国からの配分額の調整等により発行

額が減少となっております。こちらは歳出予算の病院費、道路橋梁費で財源振替を

行っております。 

 最後に、歳入が歳出に不足する３９７万５，０００円につきましては、２０款・

繰越金の前年度繰越金を充当するものであります。 

 続いて、５１ページをお願いいたします。 

 第２表、繰越明許費になります。こちらは地方自治法第２１３条第１項の規定に

基づき、翌年度に繰り越して使用することの出来る経費を定めるものでございます。 

 ４件ございまして、まず、２款１項・庁舎改修工事設計業務委託９３万５，００

０円。役場庁舎屋上防水改修工事に係る設計業務になります。調査等に期間を要す

ることにより繰越しとなります。 

 ３項・住民記録・戸籍附票システム改修業務委託２１８万９，０００円。歳出補

正総務費で申し上げました費用となります。法改正に伴うシステム構築等に期間を

要することによる繰越しとなります。 

 ７款２項・道路維持工事１，７９７万４，０００円。特注品の納期の遅延等によ

る繰越しとなります。 

 同項の道路改良工事５，８４０万３，０００円。土地買収に係る手続きの影響等

による繰越しとなります。 

 続いて、５２ページをお願いいたします。 

 第３表、地方債補正となります。歳入補正で申し上げました地方債について変更

をしております。 
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 過疎対策事業債（ハード分）の限度額につきまして、３億３，８００万円から９，

２００万円を減額し、２億４，６００万円とするものでございます。 

 以上で令和７年度東庄町一般会計補正予算（第６号）の説明を終わらせていただ

きます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

議長（栁堀 忠君） 

 町民課長、宇ノ澤修君。 

町民課長（宇ノ澤修君） 

 それでは、議案第２２号、令和７年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）につきまして内容の説明を申し上げます。 

 議案書の６３ページをお願いいたします。 

 初めに、歳出でございます。 

 ８款３項１目・直営診療施設勘定繰出金３５５万４，０００円は、国保東庄病院

が実施する救急医療の安定的な運営を目的とした夜間及び休日における日直・当直

医師の確保のための事業において、対象経費の３分の２が千葉県国保特別調整交付

金による財政措置の対象となる見通しとなったため、当該措置分を国保東庄病院事

業会計に繰り出すものでございます。 

 続きまして、歳入でございます。議案書の６２ページをお願いいたします。 

 ５款１項１目２節・特別交付金３５５万４，０００円は、歳出における直営診療

施設勘定繰出金の財源となっております。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

 引き続きまして、議案第２３号、令和７年度東庄町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）につきまして内容の説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、議案書の６８ページをお願いいたします。 

 初めに歳出でございます。 

 ２款１項１目・後期高齢者医療広域連合納付金３，１１５万１，０００円は、被

保険者から納付された保険料を財源とする千葉県後期高齢者医療広域連合への納付

金でございます。 

 今年度は、団塊の世代の後期高齢者への移行により、保険料の納付額が広域連合

が昨年度末に積算し、本町で当初予算額に計上した額を上回ることが見込まれるこ

とから増額計上するものでございます。なお、この納付金の財源は全額が歳入の保
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険料収入であり、被保険者から納付された保険料の実績分を納付金として支出する

ため、町の財政負担が増加することはございません。 

 続きまして、歳入でございます。議案書の６７ページをお願いいたします。 

 １款１項・後期高齢者医療保険料３，１１５万１，０００円は、歳出の財源とな

る保険料の増額計上分でございます。 

 １目・特別徴収保険料では、年金からの特別徴収分として１，２０９万円を、２

目・普通徴収保険料では、納付書による納付分として１，９０６万１，０００円を

それぞれ計上しております。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

議長（栁堀 忠君） 

 まちづくり課長、堀江弘之君。 

まちづくり課長（堀江弘之君） 

 それでは、議案第２４号、令和７年度東庄町食肉センター特別会計補正予算（第

１号）につきまして内容の説明を申し上げます。 

 議案書の７３、７４ページをご覧ください。 

 町長の提案理由にもございましたが、この補正の内容は、基金、積立金の約定利

率の改定に伴う積立金額の増額を盛り込むものでございます。 

 初めに、歳入をご覧ください。 

 ３款１項１目１節・利子及び配当金１４万１，０００円。こちらは東庄町食肉セ

ンター財政調整基金の利子の増額分について計上するものでございます。 

 続きまして、歳出をご覧ください。 

 ２款１項１目２４節・積立金１４万１，０００円、こちらは歳入でご説明いたし

ました財政調整基金利子の増額分について財政調整基金に積立をするものでござい

ます。 

 続きまして、７１ページをご覧ください。 

 第２表、繰越明許費でございますが、補正予算第２条の繰越明許費として、地方

自治法第２１３条第１項の規定に基づき、翌年度に繰り越して使用することの出来

る経費を定めるものでございます。 

 １款１項・施設整備補助金３６３万円。指定管理者であります食肉センター事業

協同組合への補助金でございますが、内訳といたしましては、設備機器、豚の自動
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皮むき器のオーバーホール及び部品交換工事にかかる費用となります。工事に必要

な部品の調達に期間を要することによる繰越しでございます。 

 以上で令和７年度東庄町食肉センター特別会計補正予算（第１号）の説明を終わ

らせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

議長（栁堀 忠君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。採決は１件ごとに行います。 

 初めに、議案第２１号、令和７年度東庄町一般会計補正予算（第６号）を採決し

ます。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第２１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２２号、令和７年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第２２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２３号、令和７年度東庄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
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号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２４号、令和７年度東庄町食肉センター特別会計補正予算（第１号）

を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

 日程第５、議案第３号、令和８年度東庄町一般会計予算から日程第１２、議案第

１０号、令和８年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予算まで、以上８案を一

括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、令和８年度東庄町一般会計及び特別会計並びに企業会計、合わせて８

会計の予算をご審議いただくにあたりまして、予算の編成方針を申し上げます。 

 まず初めに、我が国の経済情勢でございますが、令和８年１月の内閣府月例経済

報告によりますと、景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心に見ら

れるものの穏やかに回復しているとされております。このような状況の中で当町の

当初予算編成ですが、基本的な考え方といたしまして、令和８年度は第６次東庄町

総合計画の後期基本計画の最終年度を迎えることから、計画の総仕上げといたしま

して、実効性の高い事業を重点的に執行してまいりたいと考えております。細部の

予算執行にあたっては、経費節減を行い、健全な財政運営に努めてまいりたいと考

えておりますので、よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 

 それでは、議案第３号、令和８年度東庄町一般会計予算について提案理由を申し
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上げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７３億５００万円となり、前年度比６

億４，５００万円、率にして９．７％の増となります。 

 続いて、歳出の主な事業について申し上げます。 

 総務関係では、役場庁舎の長寿命化対策といたしまして、庁舎屋上の防水改修工

事を新規計上しております。また、ドローンによります子供達への下校時見守り事

業も実施してまいります。 

 次に、民生費関係では、障害者へ寄り添った福祉施策を行うための経費を計上し

ております。また、子育て支援として、出産祝金、小中学校入学祝金を引き続き計

上すると共に、保育士処遇改善のための補助金について月額単位の引上げを行い、

保育人材の確保、定着を図ってまいります。 

 環境関係では、太陽光発電によります脱炭素化のための住宅用設備に対する補助

金や合併浄化槽設備補助金について引き続き措置してまいります。 

 衛生関係では、高校生世代までの医療費の無償化、妊婦に対するＲＳウイルス予

防接種をはじめとした各種予防接種事業を実施いたします。加えて、物価高騰の影

響を受ける生活者や事業者に対する町独自の支援といたしまして、現在実施してお

ります水道基本料金の減免期間を延長し、令和８年４月から８月分までの５ヶ月分

を減免する事業の一部に対する繰出金を計上しております。 

 農水関係では、新規需要米等補助金をはじめとする水稲関連の補助金やＣＳＦワ

クチンの助成など、農業関連の事業への補助を引き続き計上しております。 

 土木関係では、安全安心なまちづくり事業といたしまして、引き続き道路改良、

舗装事業を実施いたします。加えて新たな定着支援事業といたしまして、住宅リフ

ォーム補助金を新規計上しております。 

 教育関係では、子供達を熱中症のリスクから守るため、東庄中学校体育館におき

まして、新たな空調設備を設置すると共に、老朽化対策といたしまして、外壁、内

壁の塗装工事を実施いたします。 

 以上、歳出の主な事業につきまして申し上げました。 

 なお、歳入につきましては、国・県補助金、過疎対策事業債などの財政措置が大

きいものを有効に活用してまいります。 

 続きまして、議案第４号、令和８年度東庄町国民健康保険特別会計予算について
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提案理由を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４億５，６７０万５，０００円で、

前年度比マイナス１億７，４６２万７，０００円、率にして１０．７％の減となり

ます。 

 減額の主な要因でありますけれども、被保険者数の減少に伴う関連支出額の減額

であります。 

 続きまして、議案第５号、令和８年度東庄町後期高齢者医療特別会計予算につい

て提案理由を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億９，８９１万６，０００円で、前

年度比７，３７１万２，０００円、率にして３２．７％の増となっております。 

 増額の主な要因でありますが、被保険者数の増加に伴う後期高齢者医療広域連合

への納付金の増額であります。 

 続きまして、議案第６号、令和８年度東庄町食肉センター特別会計予算について

提案理由を申し上げます。 

 食肉センターの収入の基本となりますと畜数は、前年度と同等の９万７，０００

頭を見込み、歳入総額は１億３，５５２万７，０００円となっております。 

 次に、歳出では、施設指定管理者であります東庄町食肉センター事業協同組合に

支払う業務管理委託料といたしまして９，３９９万６，０００円、財政調整基金へ

の積立といたしまして１，１６０万５，０００円、一般会計への繰出金といたしま

して１，０００万円を計上し、歳入歳出総額１億３，５５２万７，０００円とする

ものでございます。 

 続きまして、議案第７号、令和８年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予算

について提案理由を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，６２１万５，０００円で、前年度

比１，０６４万５，０００円、率にして２９．９％の増となります。 

 増額の主な要因は、人件費の増によるものでございます。 

 続きまして、議案第８号、令和８年度東庄町介護保険特別会計予算について提案

理由を申し上げます。 

 令和８年度は、第９期東庄町介護保険事業計画の３ヶ年の最終年度にあたります。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出予算それぞれ１５億７，８１５万４，０００円で、
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前年度比２，３４７万９，０００円、率にして１．５％の増となります。 

 続きまして、議案第９号、令和８年度東庄町水道事業会計について提案理由を申

し上げます。 

 初めに、業務の予定量といたしまして、年度末給水戸数４，０１４戸、年間総給

水量を１５２万３，８１５立方メートルと見込み、予算編成をいたしました。収益

的収入及び支出では、収入予定額は４億４，３５２万７，０００円で、前年度比５

９９万６，０００円の増、支出予定額は４億１，６８５万１，０００円で、前年度比

１，７４２万６，０００円の減となります。２，６６７万６，０００円の黒字編成と

なっております。 

 次に、資本的収入及び支出は、収入予定額はなく、支出予定額は２億５，５９７

万８，０００円で、前年度と比較いたしまして４，５７１万３，０００円の増額と

なっております。 

 なお、支出に対して収入が不足する額につきましては、内部留保資金等で補填す

ることにいたしております。 

 最後に、議案第１０号、令和８年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計につい

て提案理由を申し上げます。 

 年間の業務予定量といたしましては、入院患者数が６，９３５人、外来患者数が

２万６，５６５人、介護医療院の入所者数が１万４，２３５人と見込み、予算編成

をしております。 

 収益的収入及び支出では、収入予定額は１２億３，２２７万３，０００円で、前

年度比６，５８９万３，０００円の増、支出予定額は１２億２，８３１万１，０００

円で、前年度比６，２２０万円の増となります。３９６万２，０００円の黒字の編

成となっております。 

 資本的収入及び支出につきましては、収入予定額は４億２，０５４万８，０００

円で、前年度比２億８，２６７万１，０００円の増、支出予定額は５億４０３万４，

０００円で、前年度比３億３，１４４万４，０００円の増となっております。 

 なお、支出に対して収入が不足する額につきましては、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収入調整額と過年度分損益勘定留保資金をもって補填することになっ

ております。 

 以上、８会計の令和８年度予算につきまして概要を申し上げました。 



－85－ 

 なお、詳細につきましては、担当課長及び事務長より説明をいたさせます。 

 ご審議の上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（栁堀 忠君） 

 総務課長、香取康成君。 

総務課長（香取康成君） 

 それでは、議案第３号、令和８年度東庄町一般会計予算について内容の説明を申

し上げます。 

 なお、細部につきましては、この後、予算決算常任委員会へ付託される予定と伺

っておりますので、概要のみを申し上げますので、ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、お手元の予算参考資料によりご説明申し上げます。参考資料の１ペー

ジをお願いいたします。 

 令和８年度の歳入予算につきまして、款ごとに令和７年度と比較し、その構成比

を示したものでございます。 

 歳入で大きく増加したものが１６款・県支出金です。県支出金は７億９，１２２

万円、前年度比で３億５，１４３万円、７９．９％の増額としております。こちらは

主に畜産関係の補助金の増加によるものでございます。 

 反対に大きく減少したものが、１９款・繰入金で３億１，５９０万８，０００円

となり、前年度比で１億１，７２５万５，０００円、２７．１％の減となっておりま

す。こちらは主に公共施設整備基金の繰入金の減によるものでございます。 

 続きまして、歳出予算について概要を申し上げますので、２ページをお願いしま

す。 

 目的別歳出予算について、増減の大きいものについてのみ申し上げます。 

 まず、２款・総務費１０億１，７５８万３，０００円、前年度比で１億２，３１１

万８，０００円、１０．８％の減となっております。こちらは令和７年度に役場庁

舎の空調設備更新事業があったことが減額の主な要因となっております。 

 次に、３款・民生費１９億３，６４９万８，０００円、前年度比で１億２，２７３

万９，０００円、６．８％の増となっております。こちらは自立支援給付費や保育

事業委託料の増額が主な増加要因となっております。 

 次に、５款・農林水産業費５億８，８７３万８，０００円、前年度比で２億８，２

５３万８，０００円、９２．３％の増となっております。こちらは主に畜産関係補
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助金の増によるものです。 

 次に、９款・教育費１０億９，６５２万１，０００円、前年度比で１億９，６５０

万９，０００円、２１．８％の増となっております。こちらは東庄中学校体育館改

修事業が主な増加要因となっております。 

 目的別歳出予算の増減については以上となります。 

 なお、右側の円グラフは、款ごとの構成比を表したものでございますので、後ほ

どご参照いただきたいと思います。 

 次の３ページは、歳出予算について性質別ごとに表したものでございます。 

 最も金額の大きいものは、消費的経費のうち補助費等で１８億４６０万５，００

０円となり、構成比は２４．７％となっております。 

 ２番目に金額が大きいものが、物件費の１２億７１６万２，０００円、構成比は

１６．５％となっております。こちらは地域イントラネット機器の更新事業などに

より増額となっております。 

 以上、性質別歳出予算の主立ったものを申し上げました。 

 次の４ページ、５ページは、ただいま申し上げました歳出予算について４ページ

では節別、５ページでは性質別の歳出予算を款ごとに集計した表となりますので、

後ほどご参照いただければと思います。 

 次の６ページをお願いいたします。 

 ここでは、町全体の予算規模についてご説明いたします。左の表では、一般会計

をはじめ、全８会計の予算につきまして、前年度予算と比較して増減額と増減率を

記載しております。８会計の総額は１３２億２，５６９万１，０００円となりまし

て、前年度比で９億７，３３５万９，０００円、７．９％の増となっております。 

 右の表は、一般会計から特別会計や企業会計への繰出金を表にしたものでござい

ます。７会計のうち６会計に繰出しを行っており、総額は９億１，７９９万１，０

００円となり、前年度比で６，９２１万２，０００円、８．２％の増となっておりま

す。 

 次の７ページをお願いいたします。 

 こちらの表は、一般会計から一部事務組合などへの負担の状況を前年度と比較し

て示したものでございます。総額は６億９，９０５万円となり、前年度比で４，３

４０万６，０００円、６．６％の増となっております。清掃関係の工事費負担金な
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どにより増額となっております。 

 次の８ページから１０ページまでにつきましては、一部事務組合の令和８年度事

業の概要となっております。 

 １１ページから１４ページでございますが、こちらは令和８年度予算に盛り込ん

だ課ごとの主要な事業についての一覧となっておりますので、予算書と併せて後ほ

どご参照いただきたいと思います。 

 参考資料の説明は以上でございまして、予算書の１ページをお願いいたします。 

 ただいままでは一般会計予算の第１条、歳入歳出予算についてを申し上げました

が、第２条以下につきまして地方自治法の規定に基づいて定めるものとなります。 

 まず、第２条、債務負担行為でございまして、こちら後年度の債務を負担するこ

とについて定めるものでございます。 

 内訳につきましては、８ページ、第２表、債務負担行為に記載してございます。 

 また、第３条、地方債でございますけれども、こちら地方債についての定めにつ

きましては、９ページの第３表、地方債に起債をしてございます。 

 第４条、一時借入金ということで、年度内において歳計現金に不足が生じた場合、

その支払資金の不足を補うため借入れの出来る最高額を定めるもので、その額を２

億円とする内容となっております。 

 第５条は、歳出予算の流用でございまして、歳出予算の各項の経費の金額を流用

することの出来る場合を規定しております。 

 以上で令和８年度東庄町一般会計予算の内容説明を終わらせていただきます。よ

ろしくご審議のほどお願いいたします。 

議長（栁堀 忠君） 

 町民課長、宇ノ澤修君。 

町民課長（宇ノ澤修君） 

 それでは、議案第４号、令和８年度東庄町国民健康保険特別会計予算につきまし

てご説明申し上げます。 

 お手元の予算参考資料を使って概要をご説明させていただきます。参考資料の１

５ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入からご説明いたします。 

 歳入合計額は１４億５，６７０万５，０００円で、前年度比較マイナス１億７，
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４６２万７，０００円、１０．７％の減額予算でございます。 

 主な減額の要因は、被保険者数の減少に伴う関連支出額の減でございます。 

 それでは、左の表を使って主なものをご説明させていただきます。 

 １款・国民健康保険税は３億１，２０２万６，０００円、前年度比較マイナス４

８５万６，０００円、１．５％の減。 

 減額の要因は、被保険者数の減少によるものでございます。 

 ５款・県支出金は９億５，９５１万１，０００円で、前年度比較マイナス１億７，

７５４万円、１５．６％の減。右の円グラフにおいて全体の６５．９％を占めてお

ります。 

 減額の主な要因は、被保険者数の減少に伴う特別交付金の減額を見込んでおりま

す。 

 ７款・繰入金は１億６，１２１万５，０００円で、前年度比較１，６２２万８，０

００円、１１.２％の増。内訳は、一般会計からの法定繰入金及び基金繰入金でござ

います。 

 ９款・諸収入は２３５万２，０００円で、前年度比較マイナス９３２万１，００

０円、７９.９％の減。 

 減額の主な要因は、後期高齢者健康診査受託料の予算計上を後期高齢者医療特別

会計に移管したことに伴う減額でございます。 

 続きまして、歳出について主なものをご説明いたします。１６ページをご覧くだ

さい。 

 歳出合計は１４億５，６７０万５，０００円で、歳入合計と同額でございます。 

 ２款・保険給付費は９億２，３７１万５，０００円で、前年度比較マイナス１億

８，０７９万９，０００円、１６.４％の減で、右の円グラフにおいて、全体の６３.

４％を占めております。医療機関等へ支払う療養給付費等でございます。 

 ３款・国民健康保険事業費納付金は４億２，１９６万８，０００円で、前年度比

較１，２９０万４，０００円、３.２％の増。国民健康保険の財政運営主体である千

葉県に対して支出する納付金でございます。 

 ５款・保健事業費は６，２４９万９，０００円で、前年度比較マイナス７６１万

６，０００円、１０.９％の減。主なものは、特定健診委託料及び国保東庄病院へ委

託している短期人間ドック委託料並びに保健衛生係職員４人分の人件費を含む保健
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センター事業費でございます。 

 ８款・諸支出金は１６２万６，０００円で、前年度比較マイナス６５万円、２８.

６％の減。主なものは、国保税の過誤納還付金及び国保東庄病院に支出する直営診

療施設勘定繰出金でございます。 

 以上で令和８年度東庄町国民健康保険特別会計予算の概要説明を終了いたします。 

 続きまして、議案第５号、令和８年度東庄町後期高齢者医療特別会計予算につい

てご説明申し上げます。 

 予算参考資料の１８ページをご覧ください。 

 令和８年度における歳入歳出の予算合計額は、それぞれ２億９，８９１万６，０

００円で、前年度比較７，３７１万２，０００円、３２.７％の増。 

 増額の主な要因は、被保険者数の増によるものでございます。 

 それでは、歳入から主なものをご説明申し上げます。 

 １款・後期高齢者医療保険料は２億２，２４７万６，０００円、前年度比較５，３

７３万１，０００円、３１.８％の増で、右のグラフにありますとおり歳入全体の７

４.４％を占めています。 

 ３款・繰入金は６，４２２万１，０００円で、前年度比較９１１万２，０００円、

１６.５％の増。保険基盤安定制度に係る繰入金で、県からの繰入分と町負担分を合

わせた額でございます。 

 ５款・諸収入は１，２２１万７，０００円で、前年度比較１，０８６万９，０００

円、８０６.３％の増。 

 増額の要因は、これまで国民健康保険特別会計で計上していた後期高齢者健康診

査受託料を令和８年度よりこちらで新規計上することによるものでございます。 

 次に、歳出の主なものをご説明申し上げます。 

 ２款・後期高齢者医療広域連合納付金は２億８，４１７万円で、前年度比較６，

２２７万５，０００円、２８.１％の増。千葉県後期高齢者医療広域連合に支出する

納付金で、財源は歳入における保険料及び保険基盤安定繰入金となっております。 

 ３款・保健事業費は１，０９７万７，０００円で新規計上分となります。これま

で国民健康保険特別会計で計上していた後期高齢者健康診査受託料をこちらの会計

に新規計上するものでございます。 

 以上で令和８年度東庄町後期高齢者医療特別会計予算の説明を終了いたします。
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審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（栁堀 忠君） 

 まちづくり課長、堀江弘之君。 

まちづくり課長（堀江弘之君） 

 それでは、議案第６号、令和８年度東庄町食肉センター特別会計予算について説

明いたします。 

 予算参考資料の１９ページをお願いいたします。 

 令和８年度のと畜処理頭数は９万７，０００頭を見込み、令和７年度と同等の事

業量を見込んでおります。 

 歳入より説明をいたします。 

 項目１の営業収益につきましては、令和７年度と同等の１億１，２６４万６，０

００円を見込んでおります。 

 次に、項目２の繰越金は２，１２７万４，０００円を見込み、前年度との比較で

は２，７６４万６，０００円の減額となっております。 

 減額理由といたしましては、令和７年度において将来の大規模改修などに備え、

食肉センター財政調整基金への積立を増額していたことによるものでございます。 

 次に、項目３の財産収入でございますが、財政調整基金預金利子として１６０万

５，０００円を見込み、前年度との比較では８６万５，０００円の増額となってお

ります。 

 次に、項目４の諸収入については、歳計金の預金利子及び雑入の受入項目として

２，０００円を計上しております。 

 歳入合計は１億３，５５２万７，０００円で、前年度と比較して、２，６７８万

１，０００円の減額となっております。 

 続きまして、歳出を説明いたします。 

 項目１の営業費用でございますが、主な内訳は、食肉センター施設指定管理者東

庄町食肉センター事業協同組合に支払う委託料として、前年度と同額の９，３９９

万６，０００円を計上しております。 

 次に、項目２の積立金でございますが、食肉センター特別会計財政調整基金とし

て１，１６０万５，０００円を計上いたしました。前年度と比較して２，９１３万

５，０００円の減額、率にして７１.５％の減となっております。 
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 これは歳入でも申し上げましたが、前年度は将来へ向けて基金積立金を増額して

いたことによるものでございます。 

 次に、項目３、繰出金でございますが、一般会計への繰出金で１，０００万円を

計上いたしました。前年度と同額になっております。 

 項目４の予備費は４５８万８，０００円を見込み、前年度と比較して２１８万２，

０００円の減額、率にして３２.２％の減となっております。 

 歳出合計は歳入合計と同額の１億３，５５２万７，０００円とするものでござい

ます。 

 以上、令和８年度食肉センター特別会計予算の説明を終わります。内容の詳細に

つきましては予算決算常任委員会にてご説明をいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

議長（栁堀 忠君） 

 健康福祉課長、髙木多恵子君。 

健康福祉課長（髙木多恵子君） 

 それでは、議案第７号、令和８年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予算に

ついてご説明申し上げます。 

 予算参考資料の２０ページをお開きいただきたいと存じます。 

 なお、この後、予算決算常任委員会に付託されると聞いておりますので、私から

は概略をご説明申し上げます。 

 初めに、歳入からご説明申し上げます。 

 １款・事業収入は２，０１６万円で、右側の円グラフにありますように歳入全体

の４３.６％を占めております。前年度比２６４万８，０００円、１１.６％の減を

見込んでおります。 

 減額の主な要因は、医療保険を利用する患者の減によるものでございます。 

 ２款・繰入金は２，３０５万３，０００円で、前年度比１，２３１万円、１１４.

６％の増を見込んでおります。これは歳入の不足分を一般会計からの繰入金で補う

ものでございます。 

 ３款・繰越金は前年度繰越金として３００万円、前年度比１００万円、５０％の

増を見込んでおります。 

 ４款・諸収入２，０００円につきましては、歳計金預金利子と雑入を計上してお
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ります。 

 以上、歳入合計は４，６２１万５，０００円、前年度比１，０６４万５，０００

円、２９.９％の増となっております。 

 続いて、歳出についてご説明申し上げます。 

 予算参考資料の２１ページをご覧いただきたいと存じます。 

 １款・事業費は４，６１１万５，０００円で、右側の円グラフにありますように

歳出全体の９９.８％を占めております。前年度比１，０６４万５，０００円、３０％

の増を見込んでおります。事業費の主なものは、看護職員５名及び事務職員１名の

人件費等でございます。 

 ２款・予備費は前年度と同額の１０万円を計上しております。 

 以上、歳出合計は歳入と同額の４，６２１万５，０００円、前年度比１，０６４万

５，０００円、２９.９％の増となっております。 

 なお、下段の表には令和３年度から令和７年度１２月までの年度別利用実績を記

載してございます。 

 以上で令和８年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予算の説明を終わらせて

いただきます。 

 続きまして、議案第８号、令和８年度東庄町介護保険特別会計予算についてご説

明申し上げます。 

 予算参考資料の２２ページをお開きいただきたいと存じます。 

 なお、この後、予算決算常任委員会に付託されると聞いておりますので、こちら

も私からは概略をご説明申し上げます。 

 初めに歳入からご説明申し上げます。 

 １款・保険料につきましては３億２，５５１万９，０００円、前年度比４４７万

１，０００円、１.４％の増を見込んでおります。これは６５歳以上の第１号被保険

者の保険料でございます。 

 ３款・国庫支出金、４款・支払基金交付金、５款・県支出金につきましては、介護

サービス利用に対する保険給付費及び地域支援事業に要する費用に対する負担額で

あり、介護保険法によりそれぞれ負担割合が定められております。 

 ３款・国庫支出金３億３，２８３万７，０００円は前年度比１４９万１，０００

円、０.４％の減。 
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 ４款・支払基金交付金４億３６９万８，０００円は前年度比２７７万２，０００

円、０.７％の増。これは４０歳から６４歳の第２号被保険者の保険料でございます。 

 ５款・県支出金２億２，４２２万円は前年度比３９７万６，０００円、１.８％の

増を見込んでおります。 

 ７款・繰入金は一般会計及び介護給付費準備基金積立金からの繰入金として２億

８，９１０万６，０００円、前年度比１，３４５万１，０００円、４.９％の増を見

込んでおります。 

 ８款・繰越金につきましては、前年度繰越金として１３８万２，０００円を見込

んでおります。 

 ９款・諸収入７８万６，０００円につきましては、高額介護サービス費貸付金元

金収入などを見込んでおります。 

 以上、歳入合計は１５億７，８１５万４，０００円、前年度比２，３４７万９，０

００円、１.５％の増となっております。 

 続いて、歳出についてご説明申し上げます。 

 予算参考資料２３ページをご覧ください。 

 １款・総務費については５，３７０万６，０００円、前年度比４４７万７，０００

円、９.１％の増を見込んでおります。 

 増額の要因は、人件費及び介護保険事業計画等策定業務委託料によるものでござ

います。 

 ２款・保険給付費は１４億４，３８５万円で、右側の円グラフにありますように、

歳出全体の９１.５％を占めており、前年度比５０６万円、０.４％の増を見込んで

おります。 

 ３款・地域支援事業費につきましては７，８０９万５，０００円、前年度比１，３

６４万２，０００円、２１.２％の増を見込んでおります。 

 増額の要因は、介護予防相当の通所介護の負担が増加したことによるものです。 

 ５款・諸支出金１５０万２，０００円につきましては、高額介護サービス費貸付

金などで前年度比３０万円、２５％の増を見込んでおります。 

 ６款・予備費１００万円につきましては、前年度と同額を見込んでおります。 

 以上、歳出合計は歳入と同額の１５億７，８１５万４，０００円、前年度比２，３

４７万９，０００円、１.５％の増となっております。 



－94－ 

 なお、２４ページにつきましては、令和３年度から令和７年度１０月までの第１

号被保険者数、要介護・要支援認定者数、居宅介護・施設介護の各サービスの受給

者数を記載しておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

 以上で令和８年度東庄町介護保険特別会計予算の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

議長（栁堀 忠君） 

 まちづくり課長、堀江弘之君。 

まちづくり課長（堀江弘之君） 

 それでは、議案第９号、令和８年度東庄町水道事業会計予算について内容の説明

を申し上げます。 

 予算参考資料の２５ページをお願いいたします。 

 初めに、令和８年度水道事業の１、業務の予定量についてでございます。 

 年度末給水戸数４，０１４戸、年間給水量１５２万３，８１５立方メートル、１

日平均給水量４，１７５立方メートル、普及率８７％を見込み、予算編成をいたし

ました。 

 次に、右上の２、水道事業会計予算状況をご覧ください。 

 収益的収入及び支出予算の収入では４億４，３５２万７，０００円、支出では４

億１，６８５万１，０００円、収支差引で２，６６７万６，０００円の純利益となっ

ております。 

 次に、左側の表をご覧ください。 

 収益的収入のうち、営業収益では３億１，１８１万円で、前年度との比較では４，

１６２万７，０００円の減、率にして１１.８％の減となっております。これは令和

８年４月から８月までの５ヶ月間について水道料金の基本料金の減免を実施するこ

とによるものでございます。 

 また、営業外収益につきましては、１億３，１７１万６，０００円で、前年度と比

較し４，７６２万３，０００円の増となっております。 

 増額の主な要因は、町一般会計補助金と県補助金において水道基本料金減免に係

る経費として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した繰入分が

増加していることによるものでございます。 

 次に、収益的支出のうち営業費用は４億１，０９６万４，０００円で、前年度と
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比較して、１，７９４万７，０００円の減、率にして４.２％の減となっております。 

 主な要因といたしましては、東総広域水道企業団と受水団体との協議により、令

和８年度は給水料金のうち基本料金が減額されることによる受水費の減などでござ

います。 

 次に、営業外費用は４８８万６，０００円で、前年度と比較して２７万９，００

０円の減、率で５.４％の減となっております。要因としては、支払利息の減少によ

るものでございます。 

 続きまして、２６ページをお願いします。 

 資本的収入及び支出予算についてご説明申し上げます。 

 資本的収入はございません。 

 資本的支出は２億５，５９７万８，０００円で、収支差引で２億５，５９７万８，

０００円の不足となります。この収支不足額は、消費税等収支調整額２，２０４万

４，０００円、過年度分損益勘定留保資金２億３，３９３万４，０００円で補填す

るものでございます。 

 次に、下のグラフをご覧ください。 

 建設改良費が２億３，７４９万７，０００円で、全体の９２.８％を占めておりま

す。 

 主な内容につきましては、管路更新計画策定業務他３，５０４万７，０００円、

重要給水管路敷設工事笹川い地先６，１１４万６，０００円、重要給水管路更新工

事笹川い地先６，９５０万２，０００円、配水管更新工事笹川い地先５，０００万

円を計上いたしました。 

 固定資産取得費４９５万円の主なものとして、仕切弁設置工事に２５０万円を計

上いたしました。 

 企業債償還金１，３５３万１，０００円につきましては、企業債の元金の償還で

ございます。 

 以上で令和８年度東庄町水道事業会計予算についての説明を終わります。 

 なお、詳細につきましては予算決算常任委員会にてご説明をいたします。よろし

くお願いいたします。 

議長（栁堀 忠君） 

 病院事務長、渡辺佳則君。 
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病院事務長（渡辺佳則君） 

 それでは、議案第１０号、令和８年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予算

について内容をご説明申し上げます。 

 予算参考資料の２７ページをお願いいたします。 

 業務予定量ですが、一般病床は３２床、介護医療院入所定員４６人となります。 

 年間診療日数は、入院・入所３６５日、外来が２５３日となります。なお、外来の

診療につきましては、日曜祝祭日及び年末年始の１２月２９日から翌年１月３日ま

でと毎月第一土曜日以外の土曜日が休診となります。 

 年間患者数につきましては、入院が前年と同じ６，９３５人、１日当たり１９人、

外来は前年度比６５１人減の２万６，５６５人、１日当たり１０５人、介護医療院

への入所は、前年度比１，０９５人増の１万４，２３５人、１日当たり入所者数は

３９人を見込んでおります。 

 以上の業務予定量に基づきまして、令和８年度の収益的収支の予算編成をしてお

ります。 

 初めに、収益的収入ですが、まず、医業収益は７億２，３４０万２，０００円を見

込んでおります。内訳としまして、入院収益、外来収益、その他医業収益となりま

す。 

 次に、福祉サービス収益は２億４，８８７万７，０００円を見込んでおります。

こちらは介護医療院の収益となります。 

 次に、医業外収益ですが、２億５，９８９万４，０００円を見込んでおります。内

訳としまして、負担金交付金、長期前受金戻入金、その他医業外収益等となります。 

 特別利益については、前年度と同額の１０万円を見込んでおり、収益的収入の合

計は１２億３，２２７万３，０００円、前年度と比較して６，５８９万３，０００円

の増となっております。 

 次に、収益的支出ですが、病院全体で一括購入するなどをして厳密に分けること

が困難であるため、病院事業収益に対する福祉サービス収益の割合で材料費、経費、

減価償却費、その他医業費用を案分しての計上となっております。 

 まず、医業費用は８億８，２５７万８，０００円を見込んでおります。医業費用

の内訳としましては、１、給与費、職員と会計年度任用職員分の給与から５、その

他医業費用の内容となっております。 
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 福祉サービス費用は３億２，７４６万円を見込んでおります。項目は医業費用と

同様となっております。 

 医業外費用は１，６１７万３，０００円を見込んでおります。内訳としましては、

支払利息、その他医業外費用等となります。 

 特別損失は、前年度と同額の１０万円、予備費は前年度と同額の２００万円を見

込んでおり、収益的支出の合計は１２億２，８３１万１，０００円、前年度と比較

して６，２２０万円、５.３％の増となっております。 

 増額の主な要因といたしましては、給与費、減価償却費の増加によるものであり

ます。 

 以上のように、収益的収支は、収入が１２億３，２２７万３，０００円、支出が１

２億２，８３１万１，０００円、収支差引は３９６万２，０００円の黒字の予算編

成となります。 

 右側の円グラフは、ただいま説明をいたしました収益的収支について内訳の構成

割合を表したものです。なお、収益的支出の円グラフにつきましては、給与費から

その他医業費用まで、医業費用分と福祉サービス費用分を合算しての表示としてお

ります。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 資本的収支の予算となります。 

 まず、資本的収入は、企業債、出資金、固定資産売却代金を合計して、４億２，０

５４万８，０００円を見込んでおります。その内訳の主なものは、建設改良事業の

器具備品購入費の医療情報システム（電子カルテ）、工事費の病院本館及びオーシ

ャンプラザの変電設備更新工事、オーシャンプラザ屋上パネル更新工事、病院本館

及びオーシャンプラザ外壁タイル補修工事に伴う企業債３億５，４００万円、出資

金のうち一般会計出資金の企業債元金償還分が５，８４７万５，０００円、建設改

良分が８０７万２，０００円となっております。企業債につきましては、可能な限

り過疎債を活用し、その他は病院事業債の起債を予定しております。 

 次に、資本的支出は、建設改良費、企業債元金償還金を合計して、５億４０３万

４，０００円を見込んでおりまして、その内訳は、建設改良費のうち資産購入費分

で１億５，５００万円、施設整備費分で２億５，８２１万１，０００円となってお

ります。企業債元金償還金が９，０８２万３，０００円となっております。 
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 建設改良費の内訳ですが、器具備品購入費の主なものは、医療情報システムで１

億５，０００万円、また、工事費の主なものは病院本館外壁タイル補修工事で７，

２８０万円、オーシャンプラザ外壁タイル補修工事４，９０１万７，０００円とな

っております。これによりまして、資本的収入額が資本的支出額に不足する額８，

３４８万６，０００円は、当年度分消費税資本的収支調整額１２２万８，０００円、

過年度分損益勘定留保資金８，２２５万８，０００円で補填するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 なお、予算の詳細につきましては、予算決算常任委員会で説明をさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（栁堀 忠君） 

 提案理由の説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております議案第３号から議案第１０号までについては、会

議規則第３８条第１項の規定により、お手元の付託表のとおり所管の常任委員会に

審査の付託をします。 

議長（栁堀 忠君） 

 日程第１３、休会の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 委員会審査等のため、３月５日から１２日までの８日間を休会としたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（栁堀 忠君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、３月５日から１２日までの８日間を休会とすることに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 ３月１３日の会議は、議事の都合により午後２時３０分に繰り下げて開くことに

します。予定の時刻にご参集願います。 

 本日はこれで散会とします。ご苦労さまでした。 

（午前１１時２０分 散会） 

 


